
2ー広報とよかわ

　

12
月
１
日
か
ら
20
日
ま
で
、
年
末
の

安
全
な
ま
ち
づ
く
り
市
民
運
動
を
実
施

し
ま
す
。

　

こ
の
運
動
の
重
点
目
標
は
、
飲
酒
運

転
を
根
絶
し
よ
う
▽
子
ど
も
と
高
齢
者

を
交
通
事
故
か
ら
守
ろ
う
▽
夕
暮
れ
時

と
夜
間
の
歩
行
中
・
自
転
車
乗
車
中
の

交
通
事
故
を
な
く
そ
う
▽
す
べ
て
の
座

席
で
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ

ー
ト
を
正
し
く
着
用
し
よ
う
▽
ひ
っ
た

く
り
等
街
頭
で
発
生
す
る
犯
罪
を
防
止

し
よ
う
▽
住
宅
・
店
舗
等
を
対
象
と
し

　

１
月
10
日
か
ら
３
月
中
旬
ま
で
の
全

10
回
で
、
第
３
期
水
泳
教
室
を
開
催
し

ま
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
小
坂
井
B
＆
G
海

洋
セ
ン
タ
ー
（
73
局
１
８
５
０
番
）
へ
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
・
曜
日
・
時
間
・
定
員　

下
表
の

と
お
り

会
場　

小
坂
井
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

受
講
料　

１
万
５
０
０
円
（
親
子
ベ
ビ

ー
は
１
万
１
千
円
。
施
設
使
用
料
お
よ

び
、
保
険
料
を
含
む
）

申
し
込
み　

11
月
29
日
か
ら
12
月
７
日

ま
で
の
午
前
10
時
30
分
か
ら
午
後
８
時

30
分
ま
で
受
け
付
け
（
12
月
４
日
は
午

後
４
時
30
分
ま
で
、
７
日
は
午
後
７
時

ま
で
受
け
付
け
）。
直
接
、
小
坂
井
Ｂ

＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
へ
。
応
募
者
多
数

の
場
合
は
、
市
内
に
在
住
の
方
を
優
先

の
上
、
抽
選
。
園
児
、
小
学
生
、
親
子

ベ
ビ
ー
の
申
し
込
み
に
は
、
認
印
が
必

要
で
す

た
侵
入
犯
罪
を
防
止
し
よ
う
▽
自
動
車

関
連
窃
盗
を
防
止
し
よ
う
▽
子
ど
も
と

女
性
が
被
害
者
と
な
り
や
す
い
犯
罪
を

防
止
し
よ
う―

の
８
点
で
す
。

　

期
間
中
は
市
を
は
じ
め
各
種
団
体
が

連
携
し
、
パ
ト
ロ
ー
ル
の
強
化
や
街
頭

広
報
活
動
、
交
通
安
全
・
防
犯
活
動
な

ど
を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
こ
の
機
会

に
、
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
の
意
識
を
高

め
、
交
通
事
故
や
犯
罪
被
害
の
未
然
防

止
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
地
域
安
心
課
（
89

局
２
１
４
９
番
）
へ
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

平
成
25
年
５
月
の
開
院
に
向
け
て
、

整
備
を
進
め
て
い
る
新
市
民
病
院
の
工

事
現
場
と
病
室
モ
デ
ル
ル
ー
ム
の
見
学

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
市
民
病
院
病
院
建

設
室
（
86
局
１
１
１
１
番
）
へ
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

期
日　

12
月
18
日
（
日
）

時
間　

午
前
の
部
＝
10
時
か
ら
▽
午
後

の
部
＝
１
時
か
ら

集
合
場
所　

新
市
民
病
院
建
設
地
（
八

幡
駅
南
側
）

対
象　

小
学
生
以
上
（
小
学
生
は
保
護

者
同
伴
）

定
員　

各
回
50
人

申
し
込
み　

往
復
は
が
き
に
代
表
者
の

①
郵
便
番
号
②
住
所
③
氏
名
④
年
齢

⑤
電
話
番
号
⑥
希
望
の
部
⑦
ほ
か
の
参

加
者
の
氏
名
と
年
齢
（
１
枚
で
４
人
ま

で
応
募
可
）―

を
記
入
の
上
、
郵
送

で
、
市
民
病
院
病
院
建
設
室
（
〒
442

｜

８
５
６
１
光
明
町
１
の
19
）
へ
。
応
募

者
多
数
の
場
合
は
抽
選

応
募
期
限　

12
月
６
日
（
火
）
＝
必
着

12
月
１
日
か
ら
20
日
ま
で

年
末
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

市
民
運
動

第
３
期
水
泳
教
室

小
坂
井
B
＆
G
海
洋
セ
ン
タ
ー

区分 対象 曜日･時間 定員

園児 年少以上の園児 火・水曜日 15:30 ～ 16:30 25 人
木・金曜日 16:30 ～ 17:30 25 人

園児・小学生 年少以上の園児と小学生 火・水曜日 16:30 ～ 17:30 25 人
木・金曜日 15:30 ～ 16:30 25 人

小学生 小学生 火・水・木・金曜日 17:30 ～ 18:30 30 人

成人 15 歳以上の方 木曜日 19:00 ～ 20:00 15 人
金曜日 10:30 ～ 11:30 15 人

成人上級 15 歳以上でクロールが
25 ㍍以上泳げる方 金曜日 11:30 ～ 12:30 15 人

水中運動 15 歳以上の方 水曜日 19:00 ～ 20:00 40 人
木曜日 11:00 ～ 12:00 40 人

親子ベビー 就園前でおむつを使用していな
い 2 ･ 3 歳児とその保護者 水曜日 11:00 ～ 12:00 15 組

新
市
民
病
院
工
事
現
場
の 

見
学
会
を
開
催
し
ま
す
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懲
戒
行
為
な
ど
を
事
由
と
し
た
退
職
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
22
年
度

か
ら
23
年
度
に
か
け
て
の
職
員
数
の
増

減
は
、
表
２
の
と
お
り
で
す
。

■
定
員
適
正
化
計
画

　

平
成
22
年
２
月
の
小
坂
井
町
と
の
合

併
に
よ
り
、
職
員
数
の
実
態
に
適
合
す

る
計
画
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
23

年
６
月
に
、
27
年
度
ま
で
を
計
画
期
間

と
す
る
「
豊
川
市
少
数
精
鋭
計
画
～
コ

ン
パ
ク
ト
で
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ

る
行
政
を
目
指
し
て
～
（
豊
川
市
第
４

次
定
員
適
正
化
計
画
）」
を
策
定
し
、

定
員
の
適
正
化
に
努
め
て
い
ま
す
。

■
職
員
の
勤
務
時
間
と
休
暇
な
ど

　

職
員
の
勤
務
時
間
は
、
原
則
と
し
て

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま

で
の
週
38
時
間
45
分
で
す
。

　

職
員
が
取
得
で
き
る
休
暇
の
主
な
も

　

市
で
は
、「
豊
川
市
人
事
行
政
の
運

営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」

に
基
づ
き
、
平
成
22
年
度
の
市
職
員
の

勤
務
条
件
や
服
務
の
状
況
、
研
修
な
ど

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。こ
れ
は
、

人
事
行
政
の
公
正
性
と
透
明
性
を
高
め

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
人
事
課
（
89
局

２
１
２
２
番
）
へ
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
な
お
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

■
人
材
育
成

　

市
で
は
、「
豊
川
市
人
材
育
成
基
本

方
針
」
を
策
定
し
、
求
め
ら
れ
る
職
員

像
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
職
員
研
修

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
目
標
を
達

成
す
る
過
程
を
自
己
管
理
し
、
そ
の
達

成
水
準
で
業
績
を
評
価
す
る
目
標
管
理

と
、
職
員
の
業
績
や
仕
事
ぶ
り
、
能
力

を
評
価
す
る
勤
務
評
定
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
職
員
一
人
一

人
の
能
力
開
発
と
、
よ
り
効
率
的
な
行

政
運
営
を
目
指
し
ま
す
。

■
職
員
の
任
免
と
職
員
数

　

平
成
22
年
度
の
採
用
・
退
職
者
数
は

表
１
の
と
お
り
で
す
。
勧
奨
と
は
定
年

前
の
早
期
退
職
で
す
。
自
己
都
合
等
に

は
、
死
亡
退
職
を
含
み
ま
す
。
な
お
、

の
は
、
表
３
の
と
お
り
で
す
。
平
成

22
年
度
の
年
次
休
暇
の
平
均
取
得
日
数

は
、
８
・
４
日
（
非
現
業
の
一
般
職
員
）

で
し
た
。

■
職
員
の
分
限
と
懲
戒
の
状
況

　

分
限
処
分
と
は
、
公
務
能
率
の
維
持

と
適
正
な
運
営
の
確
保
と
い
う
観
点
か

ら
、
職
員
に
対
し
て
行
う
処
分
で
、
降

任
・
免
職
・
休
職
・
降
給
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
懲
戒
処
分
と
は
、
職
員
の
非
違

行
為
に
対
し
て
職
場
の
秩
序
を
維
持
・

回
復
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
制
裁
的
な

処
分
で
、
戒
告
・
減
給
・
停
職
・
免
職

が
あ
り
ま
す
。
平
成
22
年
度
は
、
分
限

処
分
と
し
て
、
心
身
の
故
障
に
よ
り
長

期
の
休
養
を
要
す
る
者
に
対
し
、
67
件

（
15
人
）
の
休
職
処
分
を
行
い
ま
し
た
。

懲
戒
処
分
は
、
道
路
交
通
法
違
反
に
対

す
る
戒
告
を
１
件
行
い
ま
し
た
。

※職員数は、市長などの特別職、教育長、再任用短時間勤務職員、臨
時職員および非常勤職員を除く。△は減少。（　）内は医療職

職員が取得できる主な休暇表３表３

※採用：22 年４月２日～ 23 年４月１日 ▽ 退職：22 年４月１日～ 23 年３月 31 日
※退職の定年は 60 歳（医師は 65 歳）

職員数の状況（平成 23年４月１日現在）					（単位：人）表２表２

平成 22 年度の採用・退職の状況　（単位：人）表１表１

区　分 採　用 退　　　職
定年 勧奨 自己都合等 計

事務職員 9 26 1 4 31
技術職員 3 4 0 2 6
保育士 11 1 3 4 8
保健師 0 0 0 0 0
消防士 4 2 0 0 2
医療職 66 3 2 35 40
技能労務職 0 12 2 1 15

計 93 48 8 46 102

区　分 内　容　と　日　数
年次休暇 １年度に 20 日を付与。繰越を加え最大 40 日まで

特別休暇

公務・通勤上の負傷・疾病＝必要な期間 ▽結核性疾病＝１年以
内 ▽その他の負傷・疾病＝ 90 日以内 ▽産前・産後休暇＝出産

（予定）日の前後８週間 ▽ 忌引休暇＝ 10 日～１日 ▽ 結婚休暇
＝５日 ▽ 夏季休暇＝５日 ▽ 育児参加休暇＝産前６週から産後
８週の間に５日 ▽子の看護休暇＝ 10 日～５日 ▽短期介護休暇
＝ 10 日～５日

△

その他

介護休暇 配偶者、父母、子などで介護を必要とする者を介護する＝６
月以内（無給）

育児休業 子が３歳に達する日までの期間（無給）

人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況

区分・部門
職員数 対前年

増減数 主　な　増　減　理　由
22 年度 23 年度

普
通
会
計

議会 10 10 0

総務 216 209 △ 7
育児休業・休職者の人事課付による
増。再任用短時間勤務職員・パート
タイム職員の活用による減

税務 58 56 △ 2 パートタイム職員の活用による減

民生 272 270 △ 2
保育行政充実のための保育士の増員。
再任用短時間勤務職員の活用による
減

衛生 87 80 △ 7 再任用短時間勤務職員の活用による減
労働 1 1 0

農林水産 22 21 △ 1 管理職機能の収れんによる減
商工 17 17 0

土木 129 124 △ 5
都市対策監の新設、新市民病院周辺
整備・中心市街地活性化のための業
務増加による増。管理職機能の収れ
んによる減

一般行政
部門計 812 788 △ 24

〈参考〉人口 1 万人当たりの職員数
43.81 人（類似団体の人口 1 万人当
たりの職員数 45.05 人）

教育 95 92 △ 3 パートタイム職員の活用による減
消防 177 178 1 救急救助業務の充実による増

普通会計計 1,084 1,058 △ 26
〈参考〉人口 1 万人当たりの職員数
58.82 人（類似団体の人口 1 万人当
たりの職員数 66.10 人）

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病院 573
（503）

593
（529）

20
（26）

医師・医療技術職員・看護職員の増員。
建設部門の管理職機能収れん、再任
用短時間勤務職員・パートタイム職
員の活用による減

水道 42 41 △ 1 再任用短時間勤務職員の活用による減
下水道 30 26 △ 4 再任用短時間勤務職員の活用による減

介護保険 11 11 0
その他 20 20 0

公営企業等
会計部門計 676 691 15

他団体派遣 13 15 2 人事交流に伴う派遣増員

合計 1,773 1,764 △ 9〈参考〉人口 1 万人当たりの職員数
98.07 人

医療職を除く合計 1,270 1,235 △ 35
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市
で
は
、
自
主
財
源
の
確
保
と
地
域

経
済
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
バ
ナ
ー
広
告

を
掲
載
し
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
次

の
と
お
り
広
告
事
業
主
を
募
集
し
ま
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
秘
書
課
（
89
局

２
１
２
１
番
）
へ
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

掲
載
場
所　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
右
側

掲
載
枠
数　

20
枠

月
額　

１
枠
１
万
円

掲
載
期
間　

平
成
24
年
２
月
１
日
か
ら

１
月
単
位
で
、
最
大
10
月

規
格　

サ
イ
ズ
＝
上
下
60
ピ
ク
セ
ル
×

左
右
１
５
０
ピ
ク
セ
ル
▽
形
式
＝
Ｇ
Ｉ

　

市
で
は
、
地
震
発
生
時
に
家
具
の
転

Ｆ
ま
た
は
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
形
式
の
静
止
画

（
申
込
者
作
成
）
▽
デ
ー
タ
容
量
＝
４

Ｋ
Ｂ
以
内
▽
デ
ザ
イ
ン
及
び
色
彩
＝
市

の
イ
メ
ー
ジ
を
損
な
わ
な
い
も
の

申
し
込
み　

11
月
21
日
か
ら
12
月
9
日

ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

受
け
付
け
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）。「
豊
川
市
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ペ
ー
ジ
広
告

掲
載
申
込
書
」
お
よ
び
「
同
意
書
兼
市

税
滞
納
情
報
照
会
書
」（
い
ず
れ
も
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

能
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
署
名
押

印
し
た
も
の
に
広
告
原
稿
案
、
会
社
案

内
な
ど
を
添
付
し
て
、
直
接
、
ま
た
は

郵
送
で
、
秘
書
課
（
〒
442

｜

８
６
０
１

諏
訪
１
の
１
）
へ

そ
の
他　

申
し
込
み
に
当
た
っ
て
は
、

豊
川
市
広
告
掲
載
要
綱
、
豊
川
市
広
告

掲
載
基
準
、
豊
川
市
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ペ
ー
ジ
広

告
取
扱
要
領
、
豊
川
市
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ペ
ー
ジ

広
告
募
集
要
項
（
い
ず
れ
も
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
）
の

内
容
を
順
守
す
る
こ
と

倒
な
ど
に
よ
る
被
害
を
軽
減
す
る
た

め
、
家
具
転
倒
防
止
器
具
の
取
付
作
業

を
無
料
で
行
い
ま
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
防
災
対
策
課
（
89

局
２
１
９
４
番
）
へ
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

対
象
住
宅　

市
内
の
住
宅
（
過
去
に
利

用
し
た
こ
と
が
な
い
住
宅
に
限
る
）

対
象
家
具　

原
則
と
し
て
寝
室
に
あ
る

た
ん
す
な
ど
の
家
具
で
３
個
以
内

申
し
込
み　

12
月
28
日
（
水
）
ま
で
受

け
付
け
。
直
接
、
ま
た
は
電
話
で
、
防

災
対
策
課
（
本
庁
舎
２
階
）
へ

そ
の
他　

家
具
の
固
定
に
必
要
な
器
具

の
代
金
は
個
人
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
借
家
に
お
住

ま
い
の
方
は
、
所
有
者
の
同
意
が
必
要

で
す

広
告
事
業
主
を
募
集
し
ま
す

諏訪町駅
名鉄豊川線

姫街道

総合体育館
●

消防署 郵便局 市役所●

体育館前消防署前
プリオ・プリオⅡ

駐車場（日本車輌駐車場）

南門橋

新成人祝賀会を開催

本台帳に登録されている方および豊川市に住所のある外国
籍の方。該当される皆さんには、案内状をお送りしていま
す。仕事や学校などの都合で他の市区町村に転出している
方や、豊川市に住んでいるが住民基本台帳に登録されてい
ないなどの理由で案内状を受け取っていない方もご参加い

生涯学習課☎88ー8035

ただけますので、当日、会場
へお出掛けください
その他　駐車場は、日本車輌
駐車場（午後１時に閉門）を
ご利用ください。駐車台数に
限りがありますので、公共交
通機関や、乗り合わせでの来
場をお願いします

日時　１月８日（日）午前 10 時 30
分から受け付け。11 時から開始
会場　総合体育館メインアリーナ
対象　平成３年４月２日から平成４
年４月１日までに生まれ、平成 23
年 10 月１日現在で豊川市の住民基

家
具
転
倒
防
止
器
具
の 

取
付
事
業
を
行
い
ま
す

市ホームページのトップページ画面


